
   相模原市ワンルーム形式集合建築物に関する指導基準 

 (目的) 

第１条 この基準は、ワンルーム形式集合建築物(以下「ワンルーム建築物」とい

う。)の建築計画及び管理について必要な基準を定めることにより、建築に伴う

紛争を未然に防止するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。 

 (定義) 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１）ワンルーム建築物 共同住宅、寄宿舎、下宿又は事務所の用途に供する建築

物で、かつ、当該用途に供するため区画されたそれぞれの部分(以下「住戸」

という。)の床面積が２５平方メートル以下となる形式(以下「ワンルーム形

式」という。)の建築物をいう。 

（２）建築主等 ワンルーム建築物の建築主、所有者又は管理者をいう。 

（３）近隣住民 ワンルーム建築物の敷地の境界線からの水平距離が１０メートル

以内の範囲(当該範囲に工業専用地域又は用途地域の指定のない区域がある場

合の当該地域又は区域の部分を除く。)に土地又は建築物を所有する者をいう。 

 (適用範囲) 

第３条 この基準は、都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第８条第１項第１号

に規定する用途地域の指定されている地域において、ワンルーム形式の住戸の数

が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域にあっては１０戸以上、

その他の地域にあっては１５戸以上のワンルーム建築物に適用する。 

 (建築に関する基準) 

第４条 建築主等は、ワンルーム建築物を建築しようとする場合は、次に掲げる基

準によるものとする。 

（１）ワンルーム形式の住戸が２１戸以上(管理人室は除く。)の建築物は、管理人

室を設けること。 

（２）住戸の床面積が１６平方メートル以上とすること。 

（３）ごみ置場を確保すること。 

（４）駐輪場は可能な限り確保に努めること。 

（５）隣接する敷地の建物居住者のプライバシーの保護に努めること。 

 (管理に関する基準) 



第５条 建築主等は、ワンルーム建築物の適正な管理及び近隣住民からの問い合わ

せ等に対し、迅速な対応ができるよう、次に掲げる管理体制を講ずるものとする。 

（１）住戸が２１戸以上の場合は、管理人を置くこと。 

（２）住戸が２１戸未満の場合は、管理の委託等適切な対応を図ること。ただし、

管理人を置く場合は、この限りでない。 

（３）屋外から見やすい場所に、管理人又は受託管理者の氏名及び連絡先を明記し

た表示板を設置すること。 

 (管理規約の作成) 

第５条の２ 建築主等は、良好な近隣関係を損なわないように、次に掲げる事項を

規定した管理規約等を作成し、入居者に遵守させるものとする。 

（１）ごみの分別方法及び収集方法に従うこと。 

（２）騒音、振動を発する等付近に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

（３）危険物の持込み禁止に関すること。 

（４）路上駐車をしないこと。 

（５）建築確認及び契約内容に沿った利用をすること。 

 (建築主等の責務) 

第６条 建築主等は、ワンルーム建築物を計画し、その管理方法を定めるに当たっ

ては、周辺の生活環境に及ぼす影響を十分配慮するとともに、良好な近隣関係を

損なわないよう努めなければならない。 

 (近隣住民への説明) 

第７条 建築主等は、近隣住民から建築計画、管理等について説明を求められたと

きは、速やかに関係資料を提示し、その説明を行わなければならない。 

 (建築主が事前にとるべき措置等) 

第８条 ワンルーム建築物を建築しようとする建築主は、建築基準法(昭和２５年

法律第２０１号)第６条の規定による確認の申請を行う前又は同法第６条の２の

規定による確認を受けようとする前に、ワンルーム形式集合建築物事前協議書

(別記様式)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出して協議しなければならない。 

（１）案内図、配置図、平面図及び立面図 

（２）管理規約等 

 (委任) 

第９条 この基準の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 



   附 則 

 この基準は、昭和６２年７月１日から施行する。 

   附 則 

１ この基準は、平成２年４月１日から施行する。 

２ この基準施行の際、既に改正前の相模原市ワンルーム形式集合建築物に関する

指導基準第８条の規定による計画書が提出されたワンルーム建築物については、

なお従前の例による。 

   附 則 

１ この基準は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成４年法律

第８２号の施行の日(平成５年６月２５日)から起算して３年を経過した日(その

日前に同法第１条の規定による改正後の都市計画法(昭和４３年法律第１００号)

第２章の規定により、相模原都市計画区域について、用途地域に関する都市計画

が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る同法第２０条第１項の規定によ

る神奈川県知事の告示があった日)から施行する。 

２ この基準の施行の日前にワンルーム形式集合建築物事前協議書が提出されたワ

ンルーム建築物に係る協議については、なお従前の例による。 

   附 則 

 この基準は、平成１１年７月１日から施行する。 

附 則 

 この基準は、平成２０年１２月１日から施行する。 

 

 



別記様式(第８条関係)
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保管場所確保条例 Ｎｏ．　　　－

　縮尺、方位、間取り､各室の用途、開口部の位置

　縮尺、開口部の位置、高さ

※太枠内を記入のこと

チェック
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　縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、道路名称及び幅員、高低差、
　隣地間距離、駐車場、駐輪場の位置、ゴミ置場の位置
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